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再評価に係る「対応方針（原案）」案に対する意見 

 

（道路事業） 

事業名 「対応方針（原案）」案に対する意見 

一 般 国

道 44 号

（ 北 海

道 横 断

自 動 車

道 根 室

線）尾幌

糸 魚 沢

道路 

 

 「一般国道４４号 尾幌糸魚沢道路」事業を「継続」とした「対応方針（原

案）」案について、異議はありません。 

 当該事業は、道央・十勝・釧路・根室圏の連絡機能の強化による地域間交流

の拡大や広域観光の振興、物流の効率化、災害時の輸送ルート強化などが図ら

れ、経済・社会活動の活性化や道民の安全・安心なくらしの確保に寄与するこ

とから、早期供用をお願いいたします。 

 なお、事業の実施にあたっては、周辺環境への影響を最小限にとどめるととも

に、より一層の徹底したコスト縮減を図り、これまで以上に効率的・効果的な

執行に努めるようお願いいたします。 

遠 軽 北

見 道 路

(一般国

道 333

号)生田

原道路 

 「遠軽北見道路（一般国道３３３号）  生田原道路」事業を「継続」とした

「対応方針（原案）」案について、異議はありません。当該事業は、広域ネット

ワークの拡充による地域間交流の活性化や物流効率化の支援、救急搬送の安定

性・速達性向上が図られるなど、経済・社会活動の活性化や道民の安全・安心

なくらしの確保に寄与することから、早期供用をお願いいたします。 

 なお、事業の実施に当たっては、周辺環境への影響を最小限にとどめるとと

もに、より一層の徹底したコスト縮減を図り、これまで以上に効率的・効果的

な執行に努めるようお願いいたします。 

一 般 国

道 452

号  盤

の 沢 道

路・五稜

道路 

 「一般国道４５２号 盤の沢道路・五稜道路」事業を「継続」とした「対応

方針（原案）」案について、異議はありません。当該事業は、通行不能区間の解

消により、地域間交流の拡大及び物流の効率化、災害時の緊急輸送ルートの強

化が図られ、経済・社会活動の活性化や道民の安全・安心なくらしの確保に寄

与することから、早期供用をお願いいたします。 

 なお、事業の実施に当たっては、周辺環境への影響を最小限にとどめるとと

もに、より一層の徹底したコスト縮減を図り、これまで以上に効率的・効果的

な執行に努めるようお願いいたします。 

 


